
○写  

（案）  

高松市告示第２９５号  

 高松市茜町会館使用料の徴収事務について次のとおり委託したので、高松市

会計規則（昭和３９年高松市規則第３４号）第４４条第３項の規定により告示

します。  

  令和８年５月１２日  

                  高松市長  大  西  秀  人  

１  委託先  

  高松市茜町２６番２２号  

高松市茜町会館管理委員会  

  委員長  川西  進  

２  委託金の種類  

  高松市茜町会館使用料  

３  指定をした日  

  令和８年４月１日  

４  委託をした日  

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  

 


